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北 海 道 知 事 

 

新型コロナワクチン接種を受ける場合及び新型コロナワクチン接種に伴う 

副反応が発生した場合における休暇等について（依頼） 

 新型コロナウイルス感染症対策につきましては、日頃から、格別のご理解とご協力をい

ただき、お礼申し上げます。 

 さて、新型コロナワクチンの接種については、市町村が実施している接種が、今月末ま

でに高齢者向けの接種を終え、６４歳以下の住民への本格的な接種へと移行していくとこ

ろです。 

 このため、今後は、企業等で働いている現役世代へのワクチン接種の本格化が見込まれ

ることから、企業等において、従業員がワクチン接種を受ける際に、また、ワクチン接種

に伴う副反応により就業しないことがやむを得ないと認められる場合に、仕事を休むこと

ができるようご配慮をいただくことで、全道を挙げて、円滑なワクチン接種を進めること

が重要となるものと考えております。 

 つきましては、貴職におかれましても、全道でこうした取組が幅広く行われますよう、

会員企業・団体に周知・要請をいただきたく、特段のご協力をお願い申し上げます。 

 なお、国及び道におきましては、新型コロナワクチン接種を受ける場合、新型コロナワ

クチン接種に伴う副反応が発生し、その副反応により勤務しないことがやむを得ないと認

められる場合については、「職務専念義務の免除」とする取扱いとしておりますことを申し

添えます。 
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